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国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
場
合
は
各
種
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、納
付

書
、口
座
振
替
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
か

ら
選
択
で
き
ま
す
。

ま
た
、国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
方
に
免
除
又
は
猶
予
制
度
が
あ

り
ま
す
。保
険
料
が
未
納
の
ま
ま
だ
と
、老
後

の
年
金
や
、障
害
年
金
等
の
受
給
資
格
が
得

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

納
付
に
お
困
り
の
場
合
は
、お
早
め
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
各
種
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
申
請
が

必
要
で
す

令
和
7
年
度
分
の
免
除
申
請
は
7
月
か
ら

受
付
し
ま
す
。過
年
度
分
に
つ
い
て
は
、申
請

日
か
ら
2
年
1
カ
月
遡
っ
て
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

①
申
請
免
除

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
所
得
に
応
じ

て
全
額
免
除
、4
分
の
3
免
除
、半
額
免
除
、

4
分
の
1
免
除
が
で
き
ま
す
。

②
納
付
猶
予

50
歳
未
満
の
本
人
と
配
偶
者
の
所
得
が
一

定
以
下
の
方
は
、保
険
料
の
納
付
を
猶
予
で

き
ま
す
。

③
学
生
納
付
特
例

本
人
の
所
得
が
一
定
以
下
の
学
生
は
、在

学
期
間
中
の
保
険
料
の
納
付
を
猶
予
で
き
ま

す
。

▼
免
除・猶
予・特
例
は
、未
納
よ
り
有
利
で
す

免
除
等
を
申
請
し
た
期
間
が
承
認
さ
れ
れ

ば
、年
金
を
受
給
す
る
た
め
の
資
格
期
間
に

反
映
さ
れ
ま
す
。な
お
、免
除
が
承
認
さ
れ
た

期
間
は
、減
額
は
あ
る
も
の
の
老
齢
基
礎
年

金
額
に
も
反
映
さ
れ
ま
す
。

▼
免
除
や
猶
予
が
承
認
さ
れ
た
方
は
、追
納

を
お
す
す
め
し
ま
す

生
活
に
ゆ
と
り
が
で
き
た
場
合
、10
年
以

内
な
ら
、追
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
老
齢
基

礎
年
金
を
満
額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。た
だ
し
、追
納
額
は
当
時
の
保
険
料
に

一
定
の
加
算
割
合
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
通
知
カ
ー
ド
等
）

・
本
人
確
認
書
類

・
離
職
票
等
の
写
し（
失
業
等
に
よ
り
免
除

申
請
さ
れ
る
方
）

・
在
学
証
明
書
又
は
学
生
証（
学
生
納
付
特

例
制
度
の
申
請
を
さ
れ
る
方
）

※
本
人
以
外
が
申
請
さ
れ
る
場
合
は
委
任
状

の
ほ
か
に
、代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
名
古
屋
西
年
金
事
務
所
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国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
を
決
定

令
和
7
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
を
決
定

し
ま
し
た
。

7
月
中
旬
に
納
税（
納
入
）通
知
書
や
決
定

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

保
険
税（
料
）の
徴
収
は
、年
金
か
ら
の
天

引
き（
特
別
徴
収
）と
、納
付
通
知
書
か
口
座

振
替
で
お
支
払
い
い
た
だ
く（
普
通
徴
収
）2

種
類
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

納
付
方
法
は
、金
額
や
年
金
の
受
給
状
況

な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、通
知
書

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。普
通
徴
収
の
方
で
口

座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、金
融
機
関
で

あ
ら
か
じ
め
手
続
き
が
必
要
で
す
。

口
座
振
替
依
頼
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、金
融
機
関
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
依
頼
書
は
、役
場
窓
口
ま
た
は
指

定
の
金
融
機
関
に
て
配
布
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ　
（
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
）保
険
課
国
民
健
康
保

険
・
医
療
グ
ル
ー
プ
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介
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護
グ
ル
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プ　
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介
護
用
品
購
入
費
助
成
額

の
確
定

家
族
介
護
用
品
購
入
費
助
成
事
業
を
ご
利

用
の
方
に
は
、支
給
券
を
お
渡
し
し
て
い
ま

す
。令
和
7
年
度
の
住
民
税
の
確
定
に
伴
い
、

非
課
税
世
帯
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
場

合
に
は
、お
持
ち
の
支
給
券
を
、適
正
な
助

成
限
度
額
に
変
更（
追
加
）し
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、7
月
中
旬
に
通
知
書
を

郵
送
し
ま
す
の
で
、支
給
券
と
通
知
書
を
持

参
の
う
え
、窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
と
こ
ろ　
役
場
1
階
3
番
窓
口
保
険
課

▼
問
合
せ　
保
険
課
介
護
グ
ル
ー
プ

　

 

28
・
0
1
0
0

雨
水
貯
留
施
設（
浄
化
槽

転
用
）を
設
置
さ
れ
た
方
へ

浄
化
槽
か
ら
下
水
道
切
替
工
事
を
行
っ
た

際
に
、雨
水
を
貯
め
る
施
設
と
し
て
転
用
し
、

雨
水
を
有
効
利
用
さ
れ
て
い
る
方
へ
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

台
風
等
、大
雨
が
降
る
予
報
が
出
さ
れ
た

際
に
は
、あ
ら
か
じ
め
施
設
に
貯
留
さ
れ
て

い
る
水
を
排
水
し
て
く
だ
さ
い
。降
雨
の
前

に
、施
設
内
の
水
を
抜
く
こ
と
に
よ
り
、浸
水

被
害
軽
減
の
効
果
を
発
揮
し
ま
す
の
で
、皆

様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
建
設
課
下
水
道
グ
ル
ー
プ
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